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【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｇ   5/00    　　　Ｘ
   Ｇ０３Ｂ  21/00    　　　Ｄ
   Ｇ０９Ｇ   5/00    ５１０Ｂ
   Ｇ０９Ｇ   5/00    ５１０Ｖ
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月12日(2014.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のプロジェクタを介して第1の投影された画像をスクリーンに表示し；
　第２のプロジェクタを介して第２の投影された画像を前記スクリーンに表示し、それに
よって、第１の投影された画像及び第２の投影された画像がスクリーン上で重複する重複
領域を定義し；
　第１のプロジェクタに対応する第１の複数の対応を選択し、そして、第２のプロジェク
タに対応する第２の対応を選択し、それによって第１の複数の対応のそれぞれが第２の複
数の対応の対応する一つと重複及び対応させるようにし；
　第１の複数の対応及び第２の複数の対応を用いて、第１のプロジェクタから第２のプロ
ジェクタへの第１のマッピングを決定し、それによって、第１のプロジェクタ及び第２の
プロジェクタの中での共通の座標系を定義し；
　スクリーン上の点に対応する第３の複数の対応であって、第３の複数の対応のうちの少
なくとも一つはスクリーンの角に対応し重複領域の外側にある、第３の複数の対応を選択
し；
　選択された第３の複数の対応を用いて、共通座標系からスクリーンへの第２のマッピン
グを決定し；
　第１のプロジェクタ及び第２のプロジェクタを介して、第１のマッピング及び第２のマ
ッピングに基づいて画像をスクリーン上に表示する；
ことを含む、１つ以上のプロジェクタを較正するための方法。
【請求項２】
　第１の複数の対応及び第２の複数の対応は重複領域内の任意の位置にある請求項１記載
の方法。
【請求項３】
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　スクリーンの少なくとも一部分がフラットスクリーン、円筒状スクリーン及び押出成型
されたスクリーンからなる群から選ばれる請求項１記載の方法。
【請求項４】
　通信リンクを介して、第１のプロジェクタ及び第２のプロジェクタの少なくとも１つに
設定情報を送信することを更に含み、
　前記設定情報は、（ａ）プロジェクタ値、（ｂ）ワーピングボックス値、（ｃ）Ｅａｓ
ｙＢｌｅｎｄ（商標）ＳＤＫソフトウェア開発キット値、（ｄ）ＯＭＴＥパラメータ、（
ｅ）色曲線パラメータ、（ｆ）ＤＯＰＰスクリーンの所望の解像度、の少なくとも１つを
含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　第３の複数の対応の少なくとも１つは、境界ポイント；カーブ；角；及びエッジ；の少
なくとも１つを含む、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　画像を表示するステップは、さらに、第１のマッピング及び第２のマッピングの少なく
とも１つへのアップロードに基づいて表示される画像をアップロードすることを含む請求
項１記載の方法。
【請求項７】
　第２のマッピングの決定はスクリーンの幾何学形状の少なくとも一部分に基づいて行わ
れる請求項３記載の方法。
【請求項８】
　第１のマッピングの決定と第２のマッピングの決定とは同時に行われる請求項１記載の
方法。
【請求項９】
　前記対応を選択する前記ステップは、選択された目的の対応における彩度低下により画
定されるスクリーン上の画像を表示し、それによって、第１のプロジェクタ及び第２のプ
ロジェクタの画像が、第１のプロジェクタ及び第２のプロジェクタの画像間でのサブピク
セルレベルの適合の実現のために移動可能になっている、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　第１及び第２の複数の対応を決定することが、重複領域内に異なる色で対応を表示する
ことを含み、これにより、少なくとも２つの色が組み合わさって新しい色を形成すること
で、整列の識別を可能にする、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　第１のマッピングを決定することは第１のマッピングの推定を識別すること、並びに、
第１及び第２の複数の対応に基づいて第１のマッピングの推定を改善すること、を含む請
求項１記載の方法。
【請求項１２】
　第１の複数の対応及び第２の複数の対応が重複領域内にある請求項１記載の方法。
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